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保存版

オムロン健康保険組合では、さらに一歩進んだ手厚い医療給付や
病気の予防、健康増進のための独自の事業を行っています。
※介護保険料についても、40歳以上65歳未満の被保険者から徴収しています。
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つまり、安心して働くために法律に基づいてつくられた国の制度のことです。
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オムロン健康保険組合からのお願い

● 医療機関にかかるとき、また月に1度は、必ず「保険証」を提示してくださ
い。

● 万が一の事態に備え、外出時には、必ず「保険証」を携帯してください（旅
行や行楽、帰省等）。

● 「保険証」を提示せずに医療機関を受診された場合は、原則、全額自己負
担です。後日、オムロン健康保険組合に健康保険組合分を請求されても返
金できない場合があります。

● 「高齢受給者証」「限度額適用認定証」をお持ちの方は、「保険証」と一緒
に必ず医療機関へ提示してください（窓口負担額が変わる場合がありま
す）。

● 保険証の内容に変更があった場合は、速やかに（原則5日以内）手続きして
ください（被扶養者の就職や結婚など）。

以下に該当する場合は、「保険証」を使って
治療を受ける前に必ずご連絡ください。
連絡なく後ほど判明した場合は、すでに支給した給付金を返還いただく場合があります。

1. 業務上、通勤途上の病気やケガ（いわゆる、労災、通災にあたるもの）
2. 日本スポーツ振興センターに災害給付金を申請する場合
（学校の管理下で発生した病気やケガ）
3. 2.以外でも学校の保険で治療費が支給される場合
4. 犯罪、ケンカ、泥酔、交通事故などによる病気やケガ

医療費が高額になった方で、国や市区町村から医療費が補助される場
合（こども医療費助成、障害者医療費助成、福祉医療費助成など）、補助
が優先となりますので事前に必ず当健保へご連絡ください。　　　ご注意
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私たちの「健康保険」の
しくみと概要 オムロン健康保険組合 検索

当健保ホームページでは、
より詳細に、また最新情報を
掲載していますので

合わせてご確認ください。

健康保険組合とは

健康保険に加入する人とは

当健保は、国に代わって健康保険を運営します。 
民間企業の健康保険を運営する保険者には、全国健康保険協会管掌健康保険（協会けん
ぽ）と私たちが加入している健康保険組合があります。健康保険組合は、独自の立場で手厚
い保険給付や健康づくり事業を行うことができます。

被保険者の資格は就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に資格を喪失します。
健康保険には事業主（会社）単位で加入します。

通常「保険証」と呼び、医療機関にかかる時に必ず必要です。
また、当健保が扶養認定した家族にも「保険証」が発行され、医療機関にかかれます。

健康保険に加入すると「健康保険被保険者証」を発行します。

健康保険の事業には、次の2つがあります。

※資格喪失後（退職など）の方に付加給付は支給されません。

❶ いざという時の保険給付事業
法律で決められた法定給付と、当健保が独自で
行う付加給付※があります。

❷ 健康づくりのための保健事業
病気の予防や健康習慣づくりのための事業など
です。

※対象となる扶養家族がいる方は、当健保に届出が必要です。

被保険者 本人

健康保険料を払って健康保険に加入
している人を「被保険者」と言います。
新たに入社された方は入社日から被
保険者となりますので、今まで加入し
ていた健康保険から変更する手続き
が必要です。

被扶養者 扶養家族

健康保険には本人だけでなく
扶養家族も加入でき、保険給付
が受けられます。これを「被扶
養者」と言い、扶養家族として
認められるには右記の条件を
満たすことが必要です。

扶養の範囲

年間収入とは、この先1年間の見込収入を意味します。
勤務形態等の変更により、今後の収入が条件金額を超える場合は
扶養家族となれません。

被扶養者の収入条件

扶養になれる方 同居の場合 別居の場合
年間収入※130万円未満（日額3,611円以下、月額だと
108,334円未満）であること。
ただし60歳以上および障害年金受給者の場合、年間収入※

180万円未満(日額4,999円以下、月額だと150,000円未
満)であること。
※年間収入には年金や株、家賃収入等の全ての収入を含む。

扶養したい家族の年間
収入が被保険者の年
間収入の1/2未満であ
ること。

扶養したい家族の年間
収入より多い額を定期
的に送金していること。
手渡し不可

■ 親等数をあらわす

生活維持関係と
同居が条件の人

● おじ、おば、甥、姪と
その配偶者

● 子、孫、兄弟または
姉妹の配偶者

● 配偶者の父、母、連れ子
● その他の3親等内の親族

● 配偶者
● 子、孫、兄、姉、弟、妹
● 父、母、祖父、祖母などの
直系尊属

●

兄弟
姉妹

3 1

2

3 1

1

2 2

3 31 1

2 2 2

3 3 3

2 2

3 3

3 3

本人

曾祖
父母

曾祖
父母

祖父母祖父母

父母父母 おじ
おば

おじ
おば 配偶者

配偶者

配偶者配偶者

配偶者

配偶者

甥姪甥姪

配偶者

子 子

孫 孫

曾孫 曾孫

兄弟
姉妹

1

2

3

4

●主として被保険者（本人）の収
　入によって生活をしていること

●75歳未満の3親等以内の親族
　（同居／別居の条件あり）

● 

生活維持関係は必要だが
同居でも別居でもよい人
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標準報酬月額について 「保険証」が使えないとき、使えるとき

保険料について

定時決定

毎年1回、4月～6月の
報酬の平均額で決定
し、その年の9月から翌
年8月まで使われます。

随時改定

昇給などで報酬（固定的賃金）が大幅に変わり、以後3ヵ月間の
報酬平均額の属する等級が、変更前と2等級以上変動（プラス、
マイナスとも）があった場合は、次の定時決定を待たずに4ヵ月
目から改定されます（例 ： 4月昇給の場合、7月分から改定）。

毎月の健康保険料は収入に応じて決まります。常に変動する報酬に対し、健康保険料を計算しやす
くするための基準となる額を決めたものが「標準報酬月額」です（50等級に分かれています）。
標準報酬月額の見直しは定時決定と随時改定があり、保険料もそれに応じて変わります。

病気やケガの原因によっては、「健康保険」で治療を受けることができないものがあります。
誤って保険証を使い治療を受けられた場合、支給した医療費や給付金を返還いただきますので十分
ご注意ください。

被保険者と事業主とで負担します。
当健保の健康保険料は、標準報酬月額の1000分の90です（2018年度）。賞与（上
限：573万円/年）からも同率を徴収します。ただし、被保険者から徴収する健康保険
料は1000分の35.85であり、残りの1000分の54.15を事業主が負担しています。
なお、保険料率1000分の90の中には高齢者などの医療を支える特定保険料※率
が含まれています。（P.14参照）

40歳以上65歳未満の
被保険者から健康保険料と合わせて徴収します。
介護保険料率は標準報酬月額および標準賞与額の1000分の16です（2018年
度）。被保険者と事業主が1000分の8ずつ負担します。事業主は健康保険料と
介護保険料を給料から控除し、納める責任があります。（P.14参照）

健康
保険料

介護
保険料

使えないとき

業務上、通勤途上の
もの（労災、通災）

病気、
ケガといえないもの

業務上、通勤途上の事故による病気やケガは、労働基準
法による補償や労災保険で医療機関を受診することに
なり、保険証は使えません。速やかに上司や人事総務担
当者に報告してください。

■治療費は全額労災保険で補償されます。
　労災・通災になるかどうかは自分で判断せず、
事業所総務に相談を！
■当健保ホームページに、詳細な「業務上、通勤
途上の事故事例」を掲載していますので、ご参
照ください。

P.18「整骨院・接骨院にかかるときの注意」も合
わせてご確認ください。

使えるとき

交通事故に
よるもの

犯罪やけんかなど
によるもの

交通事故によるケガは「健康保険」で治療を受けること
ができますが、あらかじめ当健保へ連絡し、「第三者の行
為による傷病届」の提出が必要です。
本来、発生した治療費は加害者が負担すべきものです。
よって、後日、当健保から加害者や保険会社へ医療費を
請求します。｠

原因によっては、保険給付の一部制限や、全く支給されな
いことがあるため、犯罪やけんか、泥酔などにより医療機
関を受診した場合は、速やかに当健保にご連絡ください。

● 単なる疲労や倦怠 
● 美容整形や近眼の手術、
　歯科矯正
● アザを取るなどの
　先天的な皮膚の治療

● 予防接種 
● 経済上の理由による
　人工妊娠中絶
● 正常な妊娠、出産
● 健康診断、人間ドック

保険料は月単位で計算されます。月途中で加入した時も1ヵ月分の保険料
を納めなければなりません。ただし、退職して被保険者の資格を失った月
（退職や死亡した日の翌日を含む月）は保険料を納める必要はありません。
保険料は事業主が給料の中から前月分を控除し、事業主分と合わせて当健
保に毎月納めます。

ご参考
保険証を使えるが、給付金が制限される場合
● 国や市区町村から公費が支給される場合（乳幼児助成、特定疾患、障害者など）
● 学校の活動中の病気やケガ

※特定保険料：全国高齢者の医療を支える費用（後期高齢者支援金・前期高齢者納付金・退職者給付拠出金等）

よくあるご質問 Q 扶養家族がいると保険料は高くなりますか？

A 扶養者がいても保険料は高くなりません。健康保険組合では被保険者の
方のみ保険料を徴収し、被扶養者は被保険者の保険料でまかなっていま
す。介護保険料も同様の考え方で運用しています。
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知っていますか？「高額医療費の払い戻し」

医療機関窓口で支払った医療費（総医療費の3割）
30万円

自己負担限度額 高額療養費

当健保では、高額療養費の払い戻しと付加金の支給を
「給付金のお知らせ」に掲載しお送りしています。
受け取られたら内容の確認をしてください。

高額療養費

80,100円＋(100万円－267,000円)×1％= 212,570円
87,430円

一部負担還元金
合算高額療養費付加金
訪問看護療養費付加金

最終的な
自己負担 付加給付

20,030円

療養の給付(医療費総額の7割)

＜健保で病院へ支払い＞

＜本人に後日、払い戻し＞

70万円

医療費総額100万円

高額な療養費を支払ったとしても後日、払い戻しされます。

計算例 1ヵ月の医療費の自己負担額が30万円かかった場合
条件：70歳未満の場合、本人（標準報酬月額28～50万円）、
　　 保険対象外（入院時の食事代、居住費、差額ベッド代など）は除く

当健保ではさらに付加給付を支給

医療機関窓口で支払った医療費
（自己負担額）から自己負担限度額
を差し引いた額が高額療養費とし
て払い戻されます

安心してください

退職後の保険について

退職すると、その翌日（資格喪失日）に当健保の被保険者としての資格が無くなります。日本は、国民
皆保険制度（すべての日本国民はなんらかの医療保険に加入する）のため、以下のいずれかの制度
に加入することになります。

オ
ム
ロ
ン
健
康
保
険
組
合

健康保険組合・
協会けんぽ・
共済組合など

任意継続保険

特例退職保険

国民健康保険

●就職した場合▶就職先の保険に加入
●家族が加入している保険の被扶養者になる場合

被保険者期間が連続して2ヵ月以上ある方
（最長2年間加入可能）

●上記保険制度に加入しない場合や自営業で自活する場合
▶居住市区町村の国民健康保険に加入

日本に住民票があり、かつ老齢厚生年金※受給権者で下記条件を
満たす方は74歳まで加入できます。

20年以上、
当健保の被保険者であった方

40歳以降10年以上、
当健保の被保険者であった方

または

こんな時は、速やかに手続きが必要です

健康いきがいづくり教室 検索

URL: http://www.kenkolife.org/

詳しくは
「健康いきがいづくり教室」

で検索！保険証を
紛失、き損した時

保険証の再交付申請が必要
紛失した場合は、警察に届け出をしましょう。

被保険者（本人）に
変更があった時

結婚などで氏名が変更した場合に申請が必要

被扶養者に
変更があった時

● 子供が生まれた
● 被扶養者が就職
● 被扶養者の年間収入が収入条件を超過する見込み
● 被扶養者が結婚
● 被扶養者が死亡

「健康いきがいづくり教室」の案内

日帰り、宿泊、施設・工場見学など、多くの企業OB
が集い交流するイベントが開催されています。参
加者から健康増進にもつながると好評です。

セカンドライフをより豊かに…

特例退職者対象

※「老齢厚生年金(報酬比例部分)」の支給開始年齢は、2025年度まで段階的に65歳に引き上げられています。生年月
日や厚生年金の種別および男女の区別によっても支給開始年齢が異なります。詳細は厚生労働省、日本年金機構の
ホームページでご確認ください。
年金支給の引き上げに伴い、すぐには特例退職保険への加入ができない場合があります。その際は、オムロンの任意
継続保険もしくは国民健康保険へご加入ください。

※参加に際して当健保からの費用補助はありません。

病気やけがで入院したときなど、医療費が高額になったとしても、自己負担する金額には標準報
酬月額に応じて上限が設けられているため、超えた額（「高額療養費」と言います）は健康保険組
合から後日、払い戻しをしています。さらに当健保では、自己負担限度額に対して独自の付加給
付制度を設けているので、付加給付金として払い戻しています。高額療養費と付加給付金が発生
した場合、その費用は当健保で自動計算した上で、受診月の3ヵ月後以降（4ヵ月以降となる場合
もあります）、社員には給与口座に、OBには登録の保険料引落し口座に振り込まれます。
なお、医療機関窓口での支払いを一時でも自己負担限度額までに抑えたい場合は、「限度額適用
認定証」の申請書を健保に提出し、交付された認定証を支払時に提示してください。「限度額適用
認定証」は、所得の区分を確認するためのものです。窓口で支払処理前に提示しないと役目を果
たしませんのでご注意ください。

※ご家族の場合は付加金の計算が異なるため、自己負担額は変わります。
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皆さまの「健康維持増進」
のための保健事業

病気を予防したい
生活習慣病を予防するために、法律で定められた特定健診・特定保健指導を実施しています。
（社員の特定健康診断は事業主が実施）
また、疾病の早期発見による重症化予防および、健康増進を目的として以下の事業をおこなっています。

社員が定期健診を受診するように、OBと家族も家族向け健康診断を受けましょう
オムロン健康保険組合では、加入者の健康維持、疾病の早期発見のため、施設に出向く受診スタ
イルから家庭で都合の良い時に受診するスタイルまで、さまざまな健診（検診）を提供しています。
年に一度は自身と家族のヘルスチェックを実施しましょう。
※受診日に資格を喪失されている方、扶養から外れた方は受診できません。

対　象

期　間

受診制限

30歳以上の社員、OB、扶養家族

4月～翌年3月末迄

1回／年度

検診内容 検診機関を選択　※但し、日帰り＆脳ドックのみ

費　用

申込方法

総額の8割（上限 45,000円）を補助

詳細はＰ.10をご覧ください。

❷ 

人
間
ド
ッ
ク

対　象

期　間

受診制限

30歳以上の社員、OB、扶養家族

4月～翌年3月末迄

1検査 1回／年度（複数同時受診可）

検診内容
■ 大腸がん　■ 肺がん　■ 胃がんリスク　■ 前立腺がん
■ 子宮頸がん①細胞診 または ②ＨＰＶ　■ 乳がん自己触診

費　用 返送時の切手代のみ

申込方法 当健保ホームページ内「郵送によるがん検診」からお申し込みください。 

❸ 

郵
送
に
よ
る
が
ん
検
診

健康診断・人間ドック・がん検診等〈年代別一覧〉

全 員

特例退職被保険者
任意継続被保険者

（OB）

被扶養者（扶養家族）

被保険者
（社員）

30代 40代 50代 60代 70代20代10代

❺ 無料歯科検診

❶ 家族向け健康診断（特定健診含む）

❷ 人間ドック

❸ 郵送によるがん検診

❻ 特定保健指導

❻ 特定健康診断（事業主の法定健診と同時）

❶ 家族向け健康診断（特定健診含む）

大腸がん
胃がん
前立腺がん
乳がん※

35歳

35歳 40歳 45歳 50歳

50歳～74歳（毎年）：男性

41歳～73歳（奇数年齢）：女性

40歳以上74歳以下（毎年）

55歳 60歳 70歳65歳

❹
定期健康
診断同時
がん検診

▲
18歳

▲
35歳

▲
74歳

※乳がん検診は会社で受診できるよう、各社と協力し導入を進めています。
未導入の会社でかつ対象者は乳がん検診を含む人間ドックを受診することで、乳がん補助（上限8,000円）を受けられます（P.11参照）。

期間/申込方法

対　象

各社担当者から案内

社員 ※健診種類別に対象 年齢設定あり

検診内容

大腸がん

胃がんリスク

前立腺がん

乳がん（※）

35歳、40歳以上74歳以下（毎年）

35歳、40歳、45歳、50歳、
55歳、60歳、65歳、70歳

血液検査（定期健診時、同時）

男性かつ50歳以上74歳以下（毎年） 血液検査（定期健診時、同時）

女性かつ41歳以上73歳以下（奇数年齢） マンモグラフィ

キットに便を自己採取し、
定期健診時に提出

検診の種類 対 象 年 齢（当年度末の年齢） 検  査  方  法

（※）乳がん検診は、2016年4月より、会社で受診ができるよう各社と協力し導入を進めています。
　　未導入の会社でかつ対象者は、乳がん検診を含む人間ドックを受診することで、乳がん補助（上限8,000円）を受けられます。

費　用 無料

❹ 

定
期
健
康
診
断
同
時
が
ん
検
診

対　象

期　間

受診制限

OB、18歳以上の扶養家族

4月下旬～9月末迄（近畿地区の巡回型は12月末迄）

1回／年度

健診内容 ■ 身体計測　■ 血圧測定　■ 尿検査　
■ 心電図検査　■ 血液検査　■ 内科一般診療

費　用

申込方法 詳細は「家族健康診断ガイドブック」をご覧ください。（毎年GW頃送付）

❶ 

家
族
向
け
健
康
診
断（
特
定
健
診
）

基本検査 無料

ご注意 ●オムロングループ社員は受診できません。
　会社の定期健康診断を受診してください。

＊がん等のオプション検査は有料 （一部補助）
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平成 30年度 

TEL：0120-89-1290 

－1－ 

主催：オムロン健康保険組合 

（※ 任意継続、特例退職は被保険者も対象です） 

家族健康診断 
ガイドブック 

申し込み締切日 
 

近畿地区の巡回型        ：平成３０年 12月 31日（月） 
近畿地区の施設型・近畿地区以外：平成３０年 ９月３０日（日） 

 
受付けは先着順です。お早めにお申し込みください。 

年に一度は必ず「家族健康診断」を受診してください。 
 

 

会場・日程が豊富です！ 
 
医療機関のほかに、近くの公共施設
やホテルでも実施しているので、都
合の良い日を選べます！ 
 

  

今年も基本検査は無料！ 

インターネットでの申し込みも

できます。 

 

35 歳以上の方は受診

すると情報提供資料が 

もらえます！ 

 

あなたが健康じゃないと家族は悲しい 
 
自分の健康を自分だけのことと考えて
いませんか？急に病気になると、家族
に負担をかけてしまいます。 
仕事や家事で多忙な毎日を送る方々
も年に 1回健康であることを確認しまし
ょう。 
 

  

基本検査だけでも受診できます。 



対　象 期　間社員、OB、扶養家族 いつでも可

検診内容 ■ 一般歯科　■ 矯正相談＊　■ 審美歯科治療相談＊　■ インプラント治療相談＊
＊受診医院が限られます。

費　用 無料（治療を要する場合の診療は有料）

申込方法

ご注意

「歯科検診センター」で検索

❺ 

無
料
歯
科
検
診

歯科検診センター 検索

●無料検診は提携歯科医院に直接申し込んでも受けられません。
　必ず歯科検診センターを通してお申し込みください。
●歯石除去といった二次検診、診察治療には費用が発生します。

健康診断結果のコピーを送付してください。
健康保険組合は、厚生労働省より加入者の健診結果の把握を義務付けられています。当健
保では、40歳以上の受診状況について加入者の健診受診状況の管理を行っています。40
歳以上の方でパート・アルバイト勤務先の健康診断を受診されている方は、健診結果のコ
ピーの送付をお願いします。

送付先
〒600-8530 京都市下京区小路通堀川東入 
オムロン健康保険組合 家族健診担当（宛）
社内便 ロケーション ： K　／部門 ： 健保　／担当 ： 家族健診担当

コース・オプション

ハピルス人間ドックＡ  または、  ハピルス人間ドックＡ  ＋  オプションメニュー

ハピルス生活習慣病健診Ｂ1  または、  ハピルス生活習慣病健診Ｂ1  ＋  オプションメニュー

オプションメニュー単体

・ 乳がん検査     
・ 子宮がん検査     
  

・ 胃がんリスク検診     
・ 消化器系がん腫瘍マーカー
  ※上記以外のオプション検査は補助対象外となります

・ 前立腺がん検査
・ 卵巣がん検査 

・ 脳ドック
・ 肺ドック  

・ 大腸ドック   
・ B型／C型肝炎検査

オプションメニュー 下記から選択

1

2

3

のいずれか1コースを選択～1 3

コース詳細については
Webサイトで
ご確認ください

オムロン健康保険組合の 30歳以上（年度末時）の被保険者および被扶養者で、
受診日にオムロン健康保険組合の資格がある方

自己負担：受診料総額の2割
 （当健保補助額（受診料総額の8割）が45,000円を超える場合は、その部分全額自己負担）  
受診料総額（消費税含む）には、オプション検査料を含む。

乳がん検診追加補助

1 2 3当健保ホームページ
人間ドック経由で
健康ポータルへログイン、
健診予約へすすむ

※初回ログイン時は登録が必要
※保険証をお手元にご用意ください

健診機関を探し、
予約する

希望のエリアやコース、金額、その他
「女性医師がいる」等こだわり条件で
検索できます。病院予約と同時に、
健保への補助申請も完了！

受診後、
検査結果が到着する

健診結果が約1～2ヵ月後に
利用者の手元に届きます。
Web上のマイカルテにも
検査結果が反映されます。

対象者

費　用

利用方法

所要時間 ： 5分程度

人間ドックの申込方法

対象 ： 41歳～73歳の奇数年度の女性被保険者
乳がん検診費用（上限8,000円）を追加補助します。人間ドック同様、病院予約完了時に健保への補助申請が完了します。
当日は、乳がん検診以外の人間ドック必要費用、および乳がん検診上限超え分について、窓口でお支払いください。

対　象

受診制限

社員、OB、扶養家族

1回／年度

費　用
上限2,000円まで補助　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
費
用
補
助

※ただし、市区町村から補助がある方は、2,000円から市区町村の補助額を
　引いた金額を補助しています。

当健保ホームページ内「インフルエンザ補助申請」からお申し込みください。 申込方法

対　象 35歳以上の社員、OB、扶養家族のうち、厚生労働省基準の指導レベル該当者

期　間 健診受診後6ヵ月間

無料

メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための指導

実施方法

費　用

指導内容

社員▶各社担当者から案内　　OB、扶養家族▶委託先から案内

❻ 

特
定
保
健
指
導
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「健康ポイント」プログラム

ホームページ

「健康ポイント」プログラムは会社と連携したコラボ事業で、健康活動につながる“きっかけ”
と“習慣化”を提供し、楽しく活動を続けながらポイントを貯めて商品交換できるWeb上の
プログラムです。健康に興味・関心を持って、積極的に健康づくりに取組んでいただくことを
目的としています。

機関誌発行

「Healthy オムロンニュース」を適宜発行し、社会保険制度の情報、保健
事業の詳細、保健衛生の知識や健康維持増進へのきっかけ等をお知らせ
しています。

家庭用常備薬

夜間の体調不良、急なケガなど「こんな時にあの薬があれば良かったのに…」と困らないため
にも、家庭用常備薬を斡旋しています。家族構成や生活環境によって備える薬は異なります。
少量で低価格なものも用意していますので、目的や想定するトラブルに応じた薬をご準備く
ださい。

申請条件や制度説明、保健事業の紹介等をしています。
URL : http://www.omron-kenpo.org/index.html
●法律改正に伴う最新情報は、当ホームページでご確認ください。
●帳票関係は、「ダウンロード」から印刷してご利用ください。

医療費通知・給付金のお知らせ

いざという時の備えに「家庭用常備薬」のご準備を

「育児雑誌」プレゼント

第1子ご誕生時、希望者に無料で育児雑誌『月刊 赤ちゃんとママ』を
1年間、以降、季刊誌『1・2・3歳』を1年間（年4回）ご家庭にお届けして
います。さらに、初回は『お医者さんにかかるまでに』『0才から6才まで
の子どもの事故予防』『やさしい離乳食』『お誕生号』の4冊を追加プレ
ゼント。育児にお役立ていただいています。

初めての赤ちゃん誕生に

社員とその奥さま対象

保健事業についてもっと知りたい

健診に関するよくあるご質問
Q 定期健診でがん検診の受診対象者ですが「郵送によるがん検診」を受けてもいいですか？

A 同年度に両方を受診する必要はないので、「定期健康診断 同時がん検診」を受診してください。

Q 私の会社では乳がん検診を受診できません。どうすればいいですか？

A 当健保では会社で受診できるよう、各社と協力して乳がん検診の導入を進めています。未導入でかつ対象者※

は、乳がん検診を含む人間ドックを受診することで、乳がん補助（上限8,000円）が追加申請できます。
※女性かつ、当年度に41歳以上73歳以下で奇数年齢に該当する社員が対象です。
　詳細は、当健保ホームページの「人間ドック」コーナーをご確認ください。

Q 会社での子宮頸がん検診は行わないのですか？

A 子宮頸がん検診については、会社での実施が難しいことから行っていません。希望する場合は「郵送によるがん
検診」「人間ドック」「市区町村のがん検診」等を受診してください。

「医療費」「給付金」ともに最新情報はWebでチェックできます!
当健保ホームページ「医療費のお知らせ」からIDとパスワードを入力【毎月20日更新】
●給付金も「医療費のお知らせ」に併記されます。
●紙の「医療費のお知らせ」は9月と2月にお届けしています。

平成29年分の確定申告から、医療費
控除の申告の際に「医療費のお知ら
せ」（原本のみ・再発行不可）の利用
が可能になりました。
詳細は当健保ホームページでご確認
ください。

夜間の体調不良、急なケガなど「こんな時にあの薬があれば良かったのに…」と困らないため
にも、家庭用常備薬を斡旋しています。家族構成や生活環境によって備える薬は異なります。
少量で低価格なものも用意していますので、目的や想定するトラブルに応じた薬をご準備く

いざという時の備えに「家庭用常備薬」のご準備を
１．店舗の管理及び運営に関する事項

２．要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

一． 許可の区分の別

二． 店舗販売業者の氏名又は名称

 店舗販売業の許可証の記載事項

三． 店舗管理者の氏名

四． 当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別、
 その氏名及び担当業務

五． 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分

六． 当該店舗に勤務する者の名札等による区別
 に関する説明
七． 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び
 営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの
 申込みを受理する時間

八． 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

店舗販売業

店舗開設者：白石薬品株式会社　店舗名称：白石薬品株式会社
許 可 番 号：第V00877号
店舗所在地：大阪府茨木市五日市1丁目10番33号
有 効 期 間：平成26年4月8日～平成32年4月7日

金森　田鶴

薬  剤  師：金森 田鶴（店舗販売業務全般）
登録販売者：大辻 雅義（店舗販売業務全般） 登録販売者：上野 恒治（店舗販売業務全般）

第２類医薬品（指定第２類医薬品）、第３類医薬品

薬　剤　師：薬剤師の名札等を着用
登録販売者：登録販売者の名札等を着用
月～金曜日　9：00～17：00（祝日・お盆・年末年始を除く）
時間外での相談・医薬品購入・譲受けはございません。
FAX・Web・メール申し込みは毎日24時間受け付けております。

TEL：072-645-4666　 FAX：072-645-4667
e-Mail：yakuten-s@shiraishiyakuhin.co.jp

３．特定販売に関わる事項
一． 要指導医薬品、第１類医薬品、第２類医薬品及び

 第３類医薬品の定義及びこれらに関する解説

要指導医薬品：対面で薬剤師による情報確認が必要な医薬品
（一般用医薬品として使用経験が少ないもの、または、劇薬に指定されるもの）
第１類医薬品：特にリスクが高い医薬品
（副作用の安全性や服用・使用方法に特に注意を要するもの）

第２類医薬品：リスクが比較的高い医薬品
（まれに重篤な健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの：風邪薬、
鼻炎薬、胃腸薬など）
第３類医薬品：リスクが比較的低い医薬品
（身体の変調・不調が起こるおそれのある成分を含むもの：ビタミン剤など）

一． 薬局又は店舗の主要な外観の写真 二． 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真

三． 現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別
 及びその氏名 薬剤師：金森 田鶴　　登録販売者：大辻 雅義　　登録販売者：上野　恒治

四． 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合に
 あっては、その開店時間及び特定販売を行う時間

開店時間及び特定販売を行う時間　9：00～17：00（土日・祝日・年末年始を除く）
※当店舗では特定販売のみを行う時間はございません。

五． 特定販売を行う薬局製造販売医薬品又は
 一般用医薬品の使用期限

一般用医薬品は全て使用期限1年以上の商品を販売いたします。
使用期限1年未満の一般用医薬品を販売する場合は、当該商品掲載欄に
使用期限を記載します。※当店舗では薬局製造販売医薬品を取り扱っておりません。

ニ． 要指導医薬品、第１類医薬品、第２類医薬品及び
 第３類医薬品の表示に関する解説　

医薬品一覧や各商品の外箱・外装に、それぞれの区分が表記されて
おります。

三． 要指導医薬品、第１類医薬品、第２類医薬品及び

 第３類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説

要指導医薬品：薬剤師により、購入者が使用者本人であることを確認し、
対面にて、書面を用いた情報提供を行います。

第１類医薬品：薬剤師により、書面を用いた情報提供を行います。

第２類医薬品： 薬剤師又は登録販売者により、必要な情報提供を行うよう
 努めます。
第３類医薬品 。すましたいを供提報情な要必てじ応にめ求お ：

四． 要指導医薬品の陳列に関する解説 要指導医薬品は一般用医薬品と混在しないよう区別し、
購入者が直接手の触れられないよう陳列します。

※要指導医薬品は対面のみ
　での販売なので当店舗では
　取り扱っておりません。

※当店舗では取り
　扱っておりません。

※当店舗では取り
　扱っておりません。

五． 指定第２類医薬品の陳列・販売サイト上の表示等に
 関する解説

指定第２類医薬品は 指定第２類医薬品 、第②類医薬品 または 第2類医薬品 と
表示されております。店舗内では医薬品の情報提供カウンターから7m以内の範囲
に陳列します。販売サイト上では、指定第２類医薬品を商品ごとに表示します。

六． 指定第２類医薬品を購入、譲り受ける時の禁忌確認
 及び使用について薬剤師又は登録販売者への相談を
 勧める旨

指定第２類医薬品は、第２類医薬品の中でも、小児や妊婦、高齢者、病院で治療
を受けている方など、服用者の状態によって重篤な副作用が生じる可能性があり、
注意を要する医薬品として指定されたものです。
「使用上の注意」をよく読んでお使いください。ご相談は本店舗の薬剤師又は
登録販売者までお問い合わせください。

七．一般用医薬品の陳列と販売サイト上の表示に関する解説 同薬効種別にまとめ、指定第２類・第２類・第３類医薬品のリスク区分ごとに分類、
陳列しております。販売サイト上では第１類・指定第２類・第２類・第３類医薬品の
リスク区分ごとに、もしくは同薬効種別で表示するページを
設けています。また各商品ごとにリスク区分を見やすく表示
しています。

八． 医薬品による健康被害の救済に関する制度に
 関する解説

病院・診療所で処方された医薬品や、薬局などで購入した医薬品を適正に使用し
たにも関わらず発生した副作用で、入院が必要な程度の疾病や障害などの健康
被害について、救済給付を行う制度です。
【救済制度相談窓口：（独）医薬品医療機器総合機構】TEL：0120-149-931

九． 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 お客様の個人情報は、医薬品の安全性確保及び商品の確実なお届けのために
使用するもので、それ以外の目的には使用いたしません。
プライバシーマーク登録番号：第20000263号

十． その他必要な事項 所轄保健所：茨木保健所　生活衛生室　薬事課　　TEL 072-620-6706

※当店舗では第1類
　医薬品を取り扱って
　おりません。

平成30年4月
オムロン健康保険組合

家庭用常備薬等の有償斡旋のご案内
今春もご本人とご家族の疾病予防対策の一環として家庭用常備薬と健康関連商品を低価格で斡旋いたします。
ご希望の商品をお選びいただきお申込みください。（費用は全額申込者負担です）
※運送業者の送料値上げに伴い、送料無料のお申込み上限額は3,500円以上となります。
　ご理解とご了承のほどよろしくお願いいたします。

締切日以降の追加・変更や、国外発送、お申込者の都合による返品・交換はお受けしていません。ご了承ください。お薬の転売は禁止されています。ご注意ください。

№4、5の商品は、
厚生労働省の指導に
より、申込数が各１個
に限られます。複数個
申込いただいた場合
は１個に変更致します
のでご了承ください。

5 プレコールせき止め錠

せき、たん

第②類医薬品
〈第一三共〉

40錠

『せきを鎮める成分に
たんを出しやすくする
生薬配合』

『せきを鎮める成分に
たんを出しやすくする
生薬配合』

お1人様
１個限り

4 プレコール鼻炎カプセルA

くしゃみ、鼻水、
鼻づまりなど

第②類医薬品
〈第一三共〉

12カプセル

『アレルギー性鼻炎・
急性鼻炎に。15才から』
『アレルギー性鼻炎・
急性鼻炎に。15才から』

お1人様
１個限り

個制限
 商品

4

くしゃみ、鼻水、
鼻づまりなど

『アレルギー性鼻炎・『アレルギー性鼻炎・『アレルギー性鼻炎・『アレルギー性鼻炎・『アレルギー性鼻炎・
急性鼻炎に。15才から』急性鼻炎に。15才から』急性鼻炎に。15才から』急性鼻炎に。15才から』

個制限
 商品
個制限
 商品 参考価格

1,512円

参考価格
2,916円

円440斡旋価格

円680斡旋価格

○特

○特

350円参考価格
994円→

「医薬部外品」

シルクスター
ホワイトエクストラミント

第一三共

●50g
歯を白くする、タバコのヤニ除去、口臭の防止、歯石の沈着
を防ぐ

『つややかな
白い歯に息スッキ

リ』『つややかな
白い歯に息スッキ

リ』 『傷口をしっかりガ
ード、

水仕事でも大丈夫
』『傷口をしっかりガ
ード、

水仕事でも大丈夫
』 『みずみずしい

日焼け止め！』
『みずみずしい
日焼け止め！』

1
270円
参考価格
864円→

一般医療機器

防水カットバンD
<Lサイズ>

祐徳薬品工業

●50枚
創傷面の保護(防水タイプ)(サイズ25㎜×72㎜)

2
66 450円

参考価格
オープン→

メンタームザサン
UVジェル

近江兄弟社

●100g
7種の植物エキス（うるおい成分）配合。
白残りせず石鹸で落とせます

3

トップページ内【家庭用常備薬斡旋サイト】
オムロン健康保険組合 検 索

65
○特

○特

被保険者の皆様へ

・ 「家庭用常備薬等 申込書」の書き方
・ 届いた商品が申込内容と違った場合（商品到着後７日以内）
・ 配送中に商品が破損していた場合（商品到着後７日以内）

白石薬品株式会社　「オムロン健康保険組合 係」
電話番号　072－961－7471　　　受付時間　9：00～17：00（平日）

電　　話　0120－149－931（フリーダイヤル）
受付時間　〔月～金〕9時～17時（祝日・年末年始除く）
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

お問合せ先 ： （独）医薬品医療機器総合機構
副作用被害救済制度

●ホームページから検索

白石薬品ＨＰへ
白石薬品株式会社 検索

お薬の詳しい情報はこちらから

一般用医薬品情報検索※一部紹介のない
　お薬もございます。

クリック

第②類医薬品（指定第２類医薬品）は小児や高齢者、妊婦など
禁忌事項に該当する場合、重篤な副作用を生じる可能性が
あります。医薬品について気になることがございましたら
専門家へお問い合わせください。

医薬品をご購入される方へ

プライバシーマークは、個人情報を保護する企業を
示す信頼のマークです。

皆様よりお預かりする個人情報を厳密に管理・保護するため、
白石薬品株式会社はプライバシーマークを認証取得しております。

★＝品名の前にある★印がセルフメディケーション税制の対象となる医薬品です

セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）について
平成29年1月より、従来の医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が始まりました。
詳しい内容につきましては、弊社ホームページ『セルフメディケーション税制に関するQ&A』
もしくは、下記相談窓口にてご確認ください。
お問い合せ窓口：白石薬品株式会社　TEL 072-622-8500（平日9：00～17：00）

医 薬 品
販売業者

白石薬品株式会社　本社 〒567-0005　茨木市五日市1-10-33
店舗管理者：金森 田鶴（薬剤師）
※お薬等掲載商品については白石薬品（株）までお気軽にご相談ください。
※医薬品は使用期限1年以上の商品を販売しております。　TEL. 072－645－4666（平日 9 : 00 ～ 17 : 00）

●返品・交換は配送中の破損、お申込み商品とお届け内容が異なっていた場合に限り承ります。
　商品到着後７日以内に白石薬品（株）大阪支社までご連絡ください。

お申込み、商品のお届けの内容の確認、返品・交換に関するお問い合わせは

白石薬品株式会社 大阪支社　TEL. 072－961－7471
（平日 9 : 00 ～ 17 : 00）

★＝品名の前にある★印がセルフメディケーション税制の対象となる医薬品です ※期中に於いて、メーカーの都合によりパッケージ変更及び品切れがある場合はご容赦ください。

共通ログインＩＤ ： omronkenpoomronkenp
パスワード ： 201804

申込方法
❶  当健保ホームページのトップページのリンクからアクセス
　  または、右記の二次元バーコードを読み取りアクセスください。
❷  申込み締切・商品お届け予定日

❸  送料について
　 お申込み金額が3,500円以上の場合は、送料無料！
　　（3,500円未満の場合は、全国一律送料500円）

❹  支払い方法
　  ●代引き（代引き手数料不要）　●クレジットカード決済

❷  申込み締切・商品お届け予定日

❸  送料について
お申込み金額が3,500円以上の場合は、送料無料！
（3,500円未満の場合は、全国一律送料500円）

代引きのみ（クレジットや郵便振込は不可、代引き手数料不要）
❹  支払い方法

❶  申込方法
〈現役社員〉
ご希望の商品を選び「家庭常備薬等　申込書」に
数量、金額、健康保険証の記号・番号、被保険者氏名、
フリガナ、商品発送先をご記入の上、
Ｋ：健保「常備薬担当」宛へご提出してください。

〈任意継続被保険者または、特例退職被保険者〉
ご希望の商品を選び「家庭常備薬等　申込書」に数量、金額、健康保
険証の記号・番号、被保険者氏名、フリガナ、商品発送先をご記入の上、
オムロン健康保険組合へご提出してください。
〒600-8530　京都市下京区塩小路通堀川東入
　　　　　　  オムロン健康保険組合 常備薬担当
　　　　　　  TEL 075－344－7190

お問い合わせ等（注文取次ぎ先）お問い合わせ等（注文取次ぎ先）

申
込
書
で
の
ご
注
文

Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
の
ご
注
文

※メーカー都合によりお申し込み商品が品切れの場合は、ご希望にそえないことがありますので、あらかじめご了承願います。

第1回締切 最終締切
申込み締切日 5月25日（金）
商品お届け日 6月9日（土）、10日（日）頃

申込み締切日 5月9日（水）
商品お届け日 5月24日（木）頃

第1回締切 最終締切
申込み締切日 5月25日（金）
商品お届け日 6月16日（土）、17日（日）頃

申込み締切日 5月9日（水）
商品お届け日 5月31日（木）頃

目

　
　
　
薬

水

　
　
　
虫

健
康
食
品

酔
い
止
め

痔

夏
季
推
奨
品

メ
タ
ボ
対
策

衛
生
材
料

消
毒
・
除
菌

マ

　
ス

　
ク

冷
却
シ
ー
ト

災
害
対
策

そ

　
の

　
他

○特

○特

○特

○特

○特

円1,180斡旋価格 円910斡旋価格 円290斡旋価格 円660斡旋価格

円500斡旋価格 円500斡旋価格 円310斡旋価格 円1,300斡旋価格

円1,300斡旋価格 円500斡旋価格 円420斡旋価格 円880斡旋価格

円360斡旋価格 円450斡旋価格 円540斡旋価格 円1,130斡旋価格

円1,150斡旋価格 円280斡旋価格 円280斡旋価格 円160斡旋価格

円250斡旋価格 円390斡旋価格 円1,630斡旋価格 円550斡旋価格

円550斡旋価格 円390斡旋価格 円350斡旋価格 円390斡旋価格

円440斡旋価格 円380斡旋価格 円330斡旋価格

円斡旋価格

円1,400斡旋価格

円720斡旋価格 円430斡旋価格 円1,300斡旋価格 円390斡旋価格

円290斡旋価格 円390斡旋価格 円780斡旋価格 円450斡旋価格

370 円570斡旋価格 円 円490斡旋価格 700斡旋価格

★＝品名の前にある★印がセルフメディケーション税制の対象となる医薬品です ★＝品名の前にある★印がセルフメディケーション税制の対象となる医薬品です

日常生活で取り組める行動メ
ニューを自分で選択（複数可）。

選んだ行動を日々取り組み、記
録してポイントを貯める。

貯めたポイントは様々な商品や
ベネポに交換が可能。

▶行動目標を立てる

活動する！ 使う！

STEP1 STEP2▶ポイントを貯める ▶商品交換STEP3

※写真はイメージです。
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健保の主な事業 年間予定表 標準報酬・保険料表
【2018年（平成30年）4月1日現在】

●特例退職 : 　　月額280,000円
●任意継続 : 月額上限410,000円

※介護保険料については、40歳以上6５歳未満の被保険者から徴収しています。
※2019年（平成31年）4月以降については、当健保ホームページでご確認ください。

標準報酬 報酬月額 健康保険料 介護保険料 合計保険料（健康＋介護）

被保険者 事業主 計 被保険者 事業主 計 被保険者 事業主 計

（35.85）（54.15）（90.00）（8.00） （8.00）（16.00）（43.85）（62.15）（106.00）
（以上）～（未満）等級 月額 日額

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

58,000
68,000
78,000
88,000
98,000
104,000
110,000
118,000
126,000
134,000
142,000
150,000
160,000
170,000
180,000
190,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
360,000
380,000
410,000
440,000
470,000
500,000
530,000
560,000
590,000
620,000
650,000
680,000
710,000
750,000
790,000
830,000
880,000
930,000
980,000
1,030,000
1,090,000
1,150,000
1,210,000
1,270,000
1,330,000
1,390,000

1,930
2,270
2,600
2,930
3,270
3,470
3,670
3,930
4,200
4,470
4,730
5,000
5,330
5,670
6,000
6,330
6,670
7,330
8,000
8,670
9,330
10,000
10,670
11,330
12,000
12,670
13,670
14,670
15,670
16,670
17,670
18,670
19,670
20,670
21,670
22,670
23,670
25,000
26,330
27,670
29,330
31,000
32,670
34,330
36,330
38,330
40,330
42,330
44,330
46,330

～ 63,000
63,000 ～ 73,000
73,000 ～ 83,000
83,000 ～ 93,000
93,000 ～ 101,000
101,000 ～ 107,000
107,000 ～ 114,000
114,000 ～ 122,000
122,000 ～ 130,000
130,000 ～ 138,000
138,000 ～ 146,000
146,000 ～ 155,000
155,000 ～ 165,000
165,000 ～ 175,000
175,000 ～ 185,000
185,000 ～ 195,000
195,000 ～ 210,000
210,000 ～ 230,000
230,000 ～ 250,000
250,000 ～ 270,000
270,000 ～ 290,000
290,000 ～ 310,000
310,000 ～ 330,000
330,000 ～ 350,000
350,000 ～ 370,000
370,000 ～ 395,000
395,000 ～ 425,000
425,000 ～ 455,000
455,000 ～ 485,000
485,000 ～ 515,000
515,000 ～ 545,000
545,000 ～ 575,000
575,000 ～ 605,000
605,000 ～ 635,000
635,000 ～ 665,000
665,000 ～ 695,000
695,000 ～ 730,000
730,000 ～ 770,000
770,000 ～ 810,000
810,000 ～ 855,000
855,000 ～ 905,000
905,000 ～ 955,000
955,000 ～ 1,005,000
1,005,000 ～ 1,055,000
1,055,000 ～ 1,115,000
1,115,000 ～ 1,175,000
1,175,000 ～ 1,235,000
1,235,000 ～ 1,295,000
1,295,000 ～ 1,355,000

1,355,000 ～

2,079
2,437
2,796
3,154
3,513
3,728
3,943
4,230
4,517
4,803
5,090
5,377
5,736
6,094
6,453
6,811
7,170
7,887
8,604
9,321
10,038
10,755
11,472
12,189
12,906
13,623
14,698
15,774
16,849
17,925
19,000
20,076
21,151
22,227
23,302
24,378
25,453
26,887
28,321
29,755
31,548
33,340
35,133
36,925
39,076
41,227
43,378
45,529
47,680
49,831

3,141
3,683
4,224
4,766
5,307
5,632
5,957
6,390
6,823
7,257
7,690
8,123
8,664
9,206
9,747
10,289
10,830
11,913
12,996
14,079
15,162
16,245
17,328
18,411
19,494
20,577
22,202
23,826
25,451
27,075
28,700
30,324
31,949
33,573
35,198
36,822
38,447
40,613
42,779
44,945
47,652
50,360
53,067
55,775
59,024
62,273
65,522
68,771
72,020
75,269

5,220
6,120
7,020
7,920
8,820
9,360
9,900
10,620
11,340
12,060
12,780
13,500
14,400
15,300
16,200
17,100
18,000
19,800
21,600
23,400
25,200
27,000
28,800
30,600
32,400
34,200
36,900
39,600
42,300
45,000
47,700
50,400
53,100
55,800
58,500
61,200
63,900
67,500
71,100
74,700
79,200
83,700
88,200
92,700
98,100
103,500
108,900
114,300
119,700
125,100

464
544
624
704
784
832
880
944
1,008
1,072
1,136
1,200
1,280
1,360
1,440
1,520
1,600
1,760
1,920
2,080
2,240
2,400
2,560
2,720
2,880
3,040
3,280
3,520
3,760
4,000
4,240
4,480
4,720
4,960
5,200
5,440
5,680
6,000
6,320
6,640
7,040
7,440
7,840
8,240
8,720
9,200
9,680
10,160
10,640
11,120

464
544
624
704
784
832
880
944
1,008
1,072
1,136
1,200
1,280
1,360
1,440
1,520
1,600
1,760
1,920
2,080
2,240
2,400
2,560
2,720
2,880
3,040
3,280
3,520
3,760
4,000
4,240
4,480
4,720
4,960
5,200
5,440
5,680
6,000
6,320
6,640
7,040
7,440
7,840
8,240
8,720
9,200
9,680
10,160
10,640
11,120

928 
1,088 
1,248 
1,408 
1,568 
1,664 
1,760 
1,888 
2,016 
2,144 
2,272 
2,400 
2,560 
2,720 
2,880 
3,040 
3,200 
3,520 
3,840 
4,160 
4,480 
4,800 
5,120 
5,440 
5,760 
6,080 
6,560 
7,040 
7,520 
8,000 
8,480 
8,960 
9,440 
9,920 
10,400 
10,880 
11,360 
12,000 
12,640 
13,280 
14,080 
14,880 
15,680 
16,480 
17,440 
18,400 
19,360 
20,320 
21,280 
22,240 

2,543
2,981
3,420
3,858
4,297
4,560
4,823
5,174
5,525
5,875
6,226
6,577
7,016
7,454
7,893
8,331
8,770
9,647
10,524
11,401
12,278
13,155
14,032
14,909
15,786
16,663
17,978
19,294
20,609
21,925
23,240
24,556
25,871
27,187
28,502
29,818
31,133
32,887
34,641
36,395
38,588
40,780
42,973
45,165
47,796
50,427
53,058
55,689
58,320
60,951

3,605
4,227
4,848
5,470
6,091
6,464
6,837
7,334
7,831
8,329
8,826
9,323
9,944
10,566
11,187
11,809
12,430
13,673
14,916
16,159
17,402
18,645
19,888
21,131
22,374
23,617
25,482
27,346
29,211
31,075
32,940
34,804
36,669
38,533
40,398
42,262
44,127
46,613
49,099
51,585
54,692
57,800
60,907
64,015
67,744
71,473
75,202
78,931
82,660
86,389

6,148
7,208
8,268
9,328
10,388
11,024
11,660
12,508
13,356
14,204
15,052
15,900
16,960
18,020
19,080
20,140
21,200
23,320
25,440
27,560
29,680
31,800
33,920
36,040
38,160
40,280
43,460
46,640
49,820
53,000
56,180
59,360
62,540
65,720
68,900
72,080
75,260
79,500
83,740
87,980
93,280
98,580
103,880
109,180
115,540
121,900
128,260
134,620
140,980
147,340

（　　）内の数値は保険料率 単位：＊＊/１，０0０

4月

5月

6月

7月

8月

9月

オムロン健康保険組合 検索

内容や時期は年度により変更する
ことがあります。詳細な日程は
ホームページでご確認ください。

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

●機関誌「Healthyオムロンニュース」春号発行

●機関誌「Healthyオムロンニュース」秋号発行

●「医療費のお知らせ」発行（利用の場合届きます）
※医療費控除を受けられる方は要保存。
再発行不可のためご注意ください。

家庭用常備薬の
斡旋受付（1回目）

4月下旬～5月上旬

被扶養者の扶養条件に
ついて現況確認実施

7月中旬～8月中旬

任意継続保険／特例退職保険
加入の被扶養者の現況確認実施

8月下旬～9月下旬

定期健康診断
同時がん検診

（各事業主と共催）実施

10月上旬～11月中旬

家庭用常備薬の
斡旋受付（２回目）

10月上旬～11月中旬

インフルエンザ
予防接種
費用補助
申請受付

10月上旬～翌年4月中旬

●機関誌「Healthyオムロンニュース」秋号発行

扶養家族向け
健康診断受付

※近畿地区の巡回型は
12月31日まで

4月下旬～9月末迄 次の保健事業は
通年で受付けています。

■健康ポイントプログラム
■人間ドック
■郵送によるがん検診
■無料歯科検診

●「医療費のお知らせ」発行（利用の場合届きます）
※医療費控除を受けられる方は要保存。
再発行不可のためご注意ください。

※対象年齢の方は会社でがん検診を受診できます。
※定期健診は各社によって時期が異なる、またがん検
診も各社によって導入しているところと未導入のとこ
ろがあります。

※19歳以上73歳未満の被扶養者対象
※扶養家族の所得証明書、確定申告で
使用された提出書類等の提出が必要
となります。
※OC.および関係会社により実施期間
は若干異なります。
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健康保険はこんなときにお支払いします
健康保険の給付一覧

病
気
や
ケ
ガ
を
し
た
場
合

出
産
し
た
場
合

病
気
や
ケ
ガ
で

長
期
療
養
し
た
場
合

死
亡
し
た

場
合

給付の種類 法定給付（法律で決められた給付） 付加給付（オムロン健保独自の給付）※資格喪失後（退職など）の方は対象外

入院時食事療養費

訪問看護療養費
／家族訪問看護療養費

高額療養費

特定療養費

療養費
／第二家族療養費    

移送費

高額介護合算療養費

出産育児一時金・
／家族出産育児一時金

出産手当金

療養の給付
／家族療養費
療養の給付
／家族療養費1

入院時食事療養費2

訪問看護療養費
／家族訪問看護療養費

3

高額療養費4

特定療養費5

療養費
／第二家族療養費    6

移送費7

高額介護合算療養費8

出産育児一時金・
／家族出産育児一時金9

出産手当金10

傷病手当金傷病手当金11

延長傷病手当金
付加金
延長傷病手当金
付加金12

埋葬料／家族埋葬料埋葬料／家族埋葬料13

埋葬費埋葬費14

15 一部負担還元金
（被保険者）

16 家族療養付加金

17
合算高額療養費
付加金

被保険者が医療機関に保険証を提示して必要な医療を受けることができます。
一部負担金 ： 医療費の3割（※給付割合は年齢などによって異なります）

手続き・申請書類

手続き不要

手続き不要

手続き不要

診療報酬明細書1件ごとに窓口負担した医療費または、自己負担限度額か
ら20,000円を控除した額の7割（1,000円未満は不支給、100円未満は切
捨て）を支給します。

診療報酬明細書1件ごとに窓口負担した医療費または、自己負担限度額か
ら20,000円を控除した額（1,000円未満は不支給、100円未満は切捨て）
を支給します。

①療養の給付／家族療養費 の付加給付と同じ（⑮ ⑯）

※詳細は、当健保にお問合せください。

①療養の給付/家族療養費 の付加給付と同じ（⑮ ⑯）

手続き不要
「限度額適用認定証」を
依頼する方は事前申請が必要です。
詳細はP6、P17をご覧ください。

被保険者が死亡し、家族ではなく友人/会社などが埋葬を行った場合、給付します。詳細（法定給付・付加給付）は、当健保 にお問合せください。請求時には、「埋葬料/家族埋葬料」の手続き書類に加えて埋葬にかかった費用の領収書も必要となります。

被保険者、被扶養者が死亡した場合、給付します。
【対象】 死亡した被保険者と被扶養者 : 50,000円

被保険者、被扶養者が死亡した場合、支給します。
■被保険者：50,000円　■被扶養者：40,000円

●「埋葬料（費）請求書」
●死亡診断書または埋（火）葬証明書

入院時の食事については1食あたり460円（低所得者等210円以下）を自己負担し、残りの費用を健康保険組合から給付
します。家族も被保険者と同様。（一部負担還元金、高額医療費の計算対象にはならない）

病気やケガで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的かつ緊急時必要があり移送された場合に給付します。

法定給付期間を過ぎてその後さらに療養の状況が続いた場合に支給します。
【対象】 法定分の傷病手当金を受給した被保険者本人　【対象期間】 法定分の傷病手当金給付期間
終了後さらに1年6ヵ月1日につき標準報酬日額の40/100、または報酬等との差額を支給

給付されません（付加給付のみ支給）。
●「延長傷病手当付加金請求書」
●医師の証明
●事業主証明　

●「傷病手当金・付加金請求書」
●医師の証明　●事業主証明　

●「出産手当金・手当付加金請求書」
●医師の証明
●事業主証明

●「移送費支給申請書」
●費用の領収書 ●医師の意見書

●「出産育児一時金・出産育児付加金支給請求書」
もしくは、「出産育児一時金等 内払金支払依頼書」
●医師の証明
●医療機関等から交付される
「直接支払制度利用の合意文書」の写し
●出産費用の領収書/明細書の写し

療養のために会社を4日以上休んで報酬等がなかったり、傷病手当金より報酬等が少ない場合に給付します。
【対象】 被保険者本人　【対象期間】 支給開始日より1年6ヵ月　1日につき標準報酬日額の2/3、または報酬等との差額を支給 傷病手当金が支給される場合、1日につき標準報酬日額の25/100を支給します。

被保険者本人が出産する際に、産前産後に会社を休んで報酬等がなかったり、出産手当金より報酬等が少ない場合に給付します。
【対象】 出産した被保険者本人　【対象期間】産前 ： 出産予定日前42日、多胎妊娠の場合は98日前（出産が遅れた場合、遅れた期
間も含む）（出産日は産前に含む） ／ 産後 ： 56日　1日につき標準報酬日額の2/3、または報酬等との差額を支給

出産手当金が支給される時に、1日につき標準報酬日額の10/100を支給します。

1児につき以下の金額を支給します。
■被保険者が出産： 12,000円
■被扶養者が出産： 8,000円

妊娠4ヵ月以上で分娩（死産含む）した場合に給付します。
【対象】出産した被保険者および被扶養者

1児につき420,000円
（在胎週数22週目に達していない出産、および、産科医療保障制度未加入の場合は、404,000円）

健康保険の基準額の7割（給付割合は年齢などによって異なります）を健康保険から給付します。
■コルセット等の治療用装具を装着した場合　■やむを得ず非保険医を受診した場合

外出時は、必ず「保険証」を携帯してください（特に、行楽や旅行、帰省など）。「保険証」を提示せずに医療機関を
受診した場合は、原則、全額自己負担であり、健康保険分を給付できない場合があります。

●「療養費支給申請書」
●領収書
●診療報酬明細書（やむを得ず非保険医を受診した
　場合のみ）
●医師の意見書（装具装着時のみ）

8月1日～翌年7月31日の1年間にかかった、同一世帯の高額医療費と介護費用の自己負担額の合算額が、著しく高額になる場合に給付します。

基礎部分の医療費を特定療養費として健康保険から給付します。一部負担金は、①療養の給付/家族療養費と同じ。
特定承認保険医療機関（大学病院等）で高度先進医療を受診した技術料/特別室の室料等は、全額自己負担。

在宅の患者が訪問看護ステーションから派遣された看護師等から療養に伴う世話や看護を受けられます。
健康保険からの給付と自己負担は、①療養の給付と同じ。

本人・家族それぞれの窓口負担した医療費が診療報酬明細書1件あたり
21,000円以上あり、かつ高額療養費の世帯合算に該当する場合、
■被保険者は世帯負担限度額から20,000円を控除した額
■被扶養者は、20,000円を控除した額の7割
　の両方をたした額（1,000円未満は不支給、100円未満の端数は
　切り捨て）を支給します。

区分ア ： 140,100円 ……………（標準報酬月額83万円以上）
区分イ ： 93,000円 ………………（標準報酬月額53万円～79万円）
区分ウ/区分エ ： 44,400円 ……（標準報酬月額50万円以下）
区分オ ： 24,600円 ………………（市区町村民税非課税者）

医療機関窓口で支払った自己負担金額が以下の条件を超えた場合に健康保険組合から給付します。
a.診療報酬明細書1件（医療機関ごとに1ヵ月単位で提出）ごとに自己負担金額が下記の自己負担限度額を超過した場合
b.自己負担金額が21,000円以上の診療報酬明細書を同一世帯で合算した結果、下記の自己負担限度額を超過した場合

70歳未満の方  自己負担限度額
252,600円＋（医療費総額ー842,000円）×0.01
167,400円＋（医療費総額ー558,000円）×0.01
80,100円＋（医療費総額ー267,000円）×0.01

57,600円
35,400円

区分ア
区分イ
区分ウ
区分エ
区分オ

標準報酬月額83万円以上
標準報酬月額53万円～79万円
標準報酬月額28万円～50万円
標準報酬月額26万円以下
市区町村民税非課税者

※平成30年8月から改訂予定（最新情報は当健保ホームページより確認してください）

■高額療養費の自己負担限度額　給付金は下表をもとに自動計算し、給与振込等にて給付します。本人の手続きは不要です。

70歳～74歳の方 入院（世帯単位）外来（個人ごと）
一定以上所得者（標準報酬月額28万円以上）
一般
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ（一定以下）

57,600円 80,100円（医療費総額ー267,000円）×0.01
57,600円
24,600円
15,000円

14,000円

8,000円

c.直近12ヵ月間に高額療養費の支給回数が同一世帯で4回以上に該当し、4回目から自己負担金額が下記金額を超過した場合（多数該当）
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よくあるご質問 整骨院・接骨院にかかるときの注意

公開されている資料をダウンロードしたいのですが、
パスワードがかかっていてダウンロードができません。
下記のIDとパスワードでダウンロードできます。

ID omron

パスワード 保険証の下部に記載されている保険者番号の下4桁

保険証を持たず病院へ行ってしまいました。
どうしたらいいですか？
医療機関は患者に治療費全額請求しますが、受診した当月中に医療機関へ保険証を提示すれば、健康保険組
合負担分（7割または8割等）の治療費の返金に応じてもらえるので、必ず当月中に保険証を提示しにいきましょ
う。後日、当健保へ請求されても給付に応じられない場合があります。対応に迷われたら速やかに当健保にご相
談ください。

入院の際、病院で「限度額適用認定証」を発行して
もらうよう言われましたが、どうしたらいいですか？
当健保では、入院／通院を問わず、医療費が高額になった場合、病院から送られてくる診療明細を元に高額療養
費部分を計算し、被保険者宛に還付しています。窓口で支払う金額を準備できる場合は、後日還付されるので
「限度額適用認定証」の発行は不要です。 心臓の手術入院など高額になるような場合は「限度額適用認定証」を
申請してください。入院時に病院に提示できるよう、余裕をもって申請するようお願いします。

治療用装具を装着し療養費の立て替え払いをしたので、
払い戻しの申請がしたいのですが。
保険診療で療養費と認められるものは、健保に払い戻しの請求をすることができます。当健保ホームぺージより
申請書をダウンロードし、必要事項を記載のうえ提出してください。

「医療費」を確認したいのだけど…
「給付金」っていつ振り込まれるの？
高額療養費や出産育児一時金、インフルエンザ予防接種費用補助金などの保険給付金を受け取られる方には、医
療費のお知らせとは別に「給付金のお知らせ」が紙で届きます。「給付金のお知らせ」に記載された作成月の翌月
末に、当健保から各会社へ一括振込みしています。つまり、入金前の事前通知です。各会社から個人への振込月は
所属会社の人事総務部門へお問合せください（OBの方への振込は、当健保から保険料徴収口座へ振込みます）。

■「医療費のお知らせ」を受け取ったら、受診した内容に間違いがないか確認しましょう！
保険証を悪用して、“通院の事実がないのに故意に治療費が請求されている”といったことがないとも限り
ません。医療機関にかかったら受診内容に間違いがないか、確認を習慣づけましょう。

お願い 各市町村から医療助成（子ども医療／福祉医療／精神医療／障がい医療等）を
受けている方は、当健保へご連絡願います（既にご連絡いただいた方は不要です）。

接骨院や整骨院で治療（施術）を受けるとき、健康保険が使える場合と、

使えない場合があります。健康保険を使えない症例だと判明した場合には、

全額自己負担になることもあるので、受診時には気をつけましょう。

健康保険が使えない場合

受診の際の注意点！！

● 負傷の原因は、詳細に正しく伝えましょう。  

● 受診日ごとに（月毎ではなく）領収書をもらい保管しましょう。

● 療養費支給申請書に署名を求められたら、施術内容が正しいか確認してから署名しましょう。

● 日頃の家事による肩コリ対策のマッサージ

● クラブ活動の筋肉疲労解消のためのスポーツ
　 マッサージ

● 原因不明の痛み、リウマチ・神経痛・ヘルニア
　 など病気の痛み

● 通勤中、仕事中の負傷

● 医療機関で同じ箇所を
　 治療中のもの

● 脳疾患後遺症などの慢性病

健康保険が使える場合

● 歩行中に転倒し、捻挫・打撲・挫傷（肉離れ）した

● 重いものを持ち上げ、腰を痛めた

● 骨折・脱臼の応急手当
　（応急手当以外は医師の
　　同意が必要）

　 ※内科的原因を除き、
　　 急性・亜急性の
　　 外傷性負傷

●２０１８年６月１日施術分から償還払いへ変更(従来の代理受領は認めない）
●申請書等の詳細は、当健保ホームページを確認してください。
注）償還払いとは、施術時に、施術師等に全額を支払い、健保負担分は被保険者が健保へ請求する方法。
　 コルセット等の治療用装具の申請と同様の方法です。

「あんまマッサージ、はり・きゅう療養費」の
申請手続き変更について
従来、「あんまマッサージ、はり・きゅう療養費」は、施術を受けた時に、「施術師等が、被保険者から健保負
担分の請求を受託して、健保負担分の請求をする(代理受領）」を認めていました。   
しかし、厚生労働省検討委員会等で、「本来は被保険者が健保負担分を請求するもの(償還払い）」と、され
ていることから、コンプライアンス重視の観点で本来の請求方法へ変更します。    
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